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改正意匠法等（関連条文抜粋） 
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１．改正意匠法（第六章の二第二節等） 
 

（特許法の準用） 

第十五条 特許法第三十八条（共同出願）、第四十三条第一項から第四項まで（パリ条約に

よる優先権主張の手続）及び第四十三条の二（パリ条約の例による優先権主張）の規定

は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号

に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と

読み替えるものとする。 

２・３ （略） 

 

 

   第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例 

    第二節 国際意匠登録出願に係る特例 

 

（国際出願による意匠登録出願） 

第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国

際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登

録（以下「国際登録」という。）についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による

公表（以下「国際公表」という。）がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、

ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日（以下「国際登録の日」という。）

にされた意匠登録出願とみなす。 

２ 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「さ

れた意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」

とする。 

３ 第一項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により意匠登録出

願とみなされた国際出願（以下「国際意匠登録出願」という。）に係るジュネーブ改正協

定第一条(viii)に規定する国際登録簿（以下「国際登録簿」という。）に記録された次の

表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の

下欄に掲げる事項とみなす。 

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 意匠登録出願人の氏名又は名称及

び住所又は居所 

国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名

及びその住所 

意匠の創作をした者の氏名及び住

所又は居所 

国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは

二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使

用されることとなる一若しくは二以上の製品 

意匠に係る物品 

４ 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により

提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。 
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（意匠の新規性の喪失の例外の特例） 

第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、

その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第

四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条

第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許

庁長官に提出することができる。 

 

（関連意匠の登録の特例） 

第六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一

方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項の規定の適用については、同項

中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第

四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」

とする。 

 

（秘密意匠の特例） 

第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。 

 

（パリ条約等による優先権主張の手続の特例） 

第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用す

る特許法第四十三条第一項から第四項まで、第六項及び第七項（第十五条第一項におい

て読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）並びに

第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。 

２ 特許法第四十三条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は、ジュネーブ改

正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、

同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあ

るのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。 

 

（意匠登録を受ける権利の特例） 

第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第

三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、

特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局」

とする。 

２ 国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第

五項及び第六項の規定は、適用しない。 

 

（国際公表の効果等） 

第六十条の十二 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願

に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登

録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者

に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこ
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れに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求

することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録

出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がさ

れた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同

様とする。 

２ 特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使す

る場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際

公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第

百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、

同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条の二まで及び第百五

条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み

替えるものとする。 

 

（意匠権の設定の登録の特例） 

第六十条の十三 国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、

同項中「第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、

「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。 

 

（国際登録の消滅による効果） 

第六十条の十四 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り

下げられたものとみなす。 

２ 前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受け

た意匠権（以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。）は、その基礎とした国際登録

が消滅したときは、消滅したものとみなす。 

３ 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。 

 

（関連意匠の意匠権の移転の特例） 

第六十条の十五 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二

十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六

十条の十四第二項」とする。 

 

（関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例） 

第六十条の十六 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二

十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六

十条の十四第二項」とする。 

 

（意匠権の放棄の特例） 

第六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄すること

ができる。 

２ 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十
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七条第一項の規定は、適用しない。 

 

（意匠権の登録の効果の特例） 

第六十条の十八 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅

又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。 

２ 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十

八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。 

 

（意匠原簿への登録の特例） 

第六十条の十九 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定

の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処

分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅（存続期間の満了による

ものに限る。）又は処分の制限」とする。 

２ 国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅（存続期間の満了によるものを除く。）は、

国際登録簿に登録されたところによる。 

 

（意匠公報の特例） 

第六十条の二十 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定

の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。）又は回復（第

四十四条の二第二項の規定によるものに限る。）」とあるのは、「第六十条の十四第二項の

規定によるもの（ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限

る。）を除く。）」とする。 

 

（国際意匠登録出願の個別指定手数料） 

第六十条の二十一 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)

の個別の指定手数料（以下「個別指定手数料」という。）として、一件ごとに、七万四千

六百円に相当する額をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局（次項に

おいて「国際事務局」という。）に納付しなければならない。 

２ 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジ

ュネーブ改正協定第十七条(2)の更新（国際登録の日から十五年を経過した後にするもの

を除く。）をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する

額を国際事務局に納付しなければならない。 

３ 国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四

十五条まで及び第六十七条第二項（別表第一号に掲げる部分に限る。）の規定は、適用し

ない。 

 

（個別指定手数料の返還） 

第六十条の二十二 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒

絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定によ

り納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。 
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２ 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は

国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を

経過した後は、請求することができない。 

３ 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することがで

きない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項

の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）

以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 

 

（経済産業省令への委任） 

第六十条の二十三 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定

及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省

令で定める。 

 

２．現行意匠法（関連条文抜粋） 

 

（定義等） 

第二条 この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。）

の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせる

ものをいう。 

２～４ （略） 

 

（意匠登録の要件） 

第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、そ

の意匠について意匠登録を受けることができる。 

一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 

二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠

又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 

三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 

２ 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又

は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易

に意匠の創作をすることができたときは、その意匠（前項各号に掲げるものを除く。）に

ついては、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 

 

第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願で

あつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公

報に掲載されたもの（以下この条において「先の意匠登録出願」という。）の願書の記載

及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似

であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受け

ることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人と

が同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠
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公報（同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。）

の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。 

 

（意匠の新規性の喪失の例外） 

第四条 （略） 

２ 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に

該当するに至つた意匠（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたこと

により同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。）も、その該当する

に至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項

及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 

３ 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同

時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意

匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面（次項にお

いて「証明書」という。）を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなけ

ればならない。 

４ （略） 

 

（意匠登録出願） 

第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受

けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 

一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 

三 意匠に係る物品 

２ 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠

を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形

又は見本の別を願書に記載しなければならない。 

３ 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形

によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品

の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないと

きは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。 

４ 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場

合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの

結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明

を願書に記載しなければならない。 

５ 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付

するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。 

６ 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。 

７ 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する

写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が

透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。 



平成 26 年 10 月 27 日 第 2回意匠審査基準ワーキンググループ 

参考資料３ 

   8

 

（一意匠一出願） 

第七条 意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければ

ならない。 

 

（組物の意匠） 

第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの（以下「組物」

という。）を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠とし

て出願をし、意匠登録を受けることができる。 

 

（先願） 

第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、

最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 

２ 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録

出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受け

ることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、

その意匠について意匠登録を受けることができない。 

３ 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出

願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、

前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登

録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が

確定したときは、この限りでない。 

４・５ （略） 

 

（拒絶の査定） 

第十七条 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登

録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 

一 その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第九条第一

項若しくは第二項、第十条第一項から第三項まで、第十五条第一項において準用する

特許法第三十八条 又は第六十八条第三項 において準用する同法第二十五条 の規定

により意匠登録をすることができないものであるとき。 

二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないも

のであるとき。 

三 その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。 

四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。 

 

（補正の却下） 

第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本について

した補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補

正を却下しなければならない。 
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２～４ （略） 

 

 

３．改正特許法（関連条文抜粋） 
 

（パリ条約による優先権主張の手続） 

第四十三条 パリ条約第四条Ｄ(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようと

する者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条Ｃ(4)の規定により最初の出願とみ

なされた出願をし又は同条Ａ(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ

条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に

特許庁長官に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四

条Ｃ(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条Ａ(2)の規定により

最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載

した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の

範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明

書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から

一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 

一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により当該最初の出願とみ

なされた出願又は同条Ａ（２）の規定により当該最初の出願と認められた出願の日 

二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当

該優先権の主張の基礎とした出願の日 

三 その特許出願が前項、次条第一項（第四十三条の三第三項において準用する場合を

含む。）又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴

う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 

３ 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条Ｃ

（４）の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ（２）の規定により最初の

出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官

に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知るこ

とができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その

番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。 

４ 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定す

る書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。 

５ 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法

その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）によりパリ条約の同盟

国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経

済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二

項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項とし

て経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の

規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。 
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６ 第二項に規定する書類又は前項に規定する書面を提出する者がその責めに帰すること

ができない理由により第二項に規定する期間内にその書類又は書面を提出することがで

きないときは、同項又は前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日

（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその書類又は書面を特

許庁長官に提出することができる。 

７ 第一項の規定による優先権の主張をした者が前項の規定により第二項に規定する書類

又は第五項に規定する書面を提出したときは、第四項の規定は、適用しない。 

 

第四十三条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基

づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張する

ことができる。 

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民（パリ条約第三条

の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項

において同じ。） 

世界貿易機関の加盟国 

世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立する

マラケシュ協定附属書一Ｃ第一条３に規定する加盟国

の国民をいう。次項において同じ。） 

パリ条約の同盟国又は世界

貿易機関の加盟国 

２ パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国（日本国民に

対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、

特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。）の国民がそ

の特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若

しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ

条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 

３ 前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。 

 

４．パリ条約（関連条文抜粋） 
 

第四条 

A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の

登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定

める期間中優先権を有する。 

(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された 2 国間若しくは多数国間の条約

により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められ

る。 

(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するた

めに十分なすべての出願をいう。 

B ～I （略） 

 

以上 


